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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
平成23年度
第３四半期連結
累計期間

平成24年度
第３四半期連結
累計期間

平成23年度

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
12月31日

自平成24年
４月１日
至平成24年
12月31日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（百万円） 42,414 35,744 54,318

経常利益（百万円） 1,915 1,826 2,144

四半期（当期）純利益（百万円） 1,728 1,483 1,958

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
1,542 1,462 1,835

純資産額（百万円） 14,841 16,384 15,150

総資産額（百万円） 34,800 32,387 33,928

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
235.28 222.14 272.74

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 39.9 48.1 41.8

　

回次
平成23年度
第３四半期連結
会計期間

平成24年度
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

自平成24年
10月１日
至平成24年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（円）

△33.61 40.41

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機、長引く円高、中国の景気減速、国内産業の空洞化

などにより、景気が低迷したまま推移しました。当社グループの主要原料で国際相場商品である銅の価格は、３月か

ら６月にかけて下落しましたが、９月以降は上昇に転じました。

　このような経営環境のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、収益構造の改善に注力しました。具体的

には、まず、連結子会社シーケー金属株式会社は、業界再編の推進と相乗効果の追求を目的として、株式会社リケン

と、配管機器の製造拠点を統合し、株式会社リケンＣＫＪＶとして、４月１日から操業を開始しました。次に、連結子

会社サンエツ金属株式会社では、茨城県にある新日東事業所において、東京電力が原発事故の処理費用等の負担分

を電力料金の大幅な値上げにより価格転嫁してきたため、工場の省エネ活動に注力しました。また、12月には古河電

気工業株式会社との間で、同社日光事業所の銅合金線製造設備の一部を譲受することを合意し、平成25年３月以降、

サンエツ金属株式会社の高岡工場へ順次移設することで、コネクタ用四角線、すずリフローめっき線等高付加価値

製品の生産能力増強を図ることにいたしました。　

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が357億44百万円（前年同四半期比15.7％減少）となり、営

業利益は17億93百万円（同33.8％増加）、経常利益は、営業外費用に計上した原料相場のリスクヘッジのためのデ

リバティブ評価損が42百万円（前年同四半期はデリバティブ評価益５億32百万円）だったため、18億26百万円（同

4.7％減少）となりました。四半期純利益は、連結子会社であるシーケー金属株式会社が同社自己株式を取得したこ

とにより、負ののれん発生益を特別利益として２億90百万円（前年同四半期は５億76百万円）計上し、また、連結子

会社であるサンエツ金属株式会社が、希少金属利用産業等高度化推進費補助金など、補助金収入１億39百万円を特

別利益に計上したため、14億83百万円（同14.2％減少）となりました。

　　

　各セグメントの業績は、次のとおりであります。

①伸銅

　伸銅事業では、販売量は、５万7,555トン（前年同四半期比7.7％減少）となりました。売上高は、原料の銅価格が前

年同四半期より相対的に低い水準だったため、293億88百万円（同19.1％減少）となりましたが、前年同四半期に発

生した原料の銅価格下落に伴う相場差損が発生しなかったため、セグメント利益は、17億16百万円（同22.7％増

加）となりました。

②精密部品

　精密部品事業では、売上高は29億39百万円（前年同四半期比0.2％増加）となりましたが、機械等の増設に伴う減

価償却費などが増加したため、セグメント損失は、47百万円（前年同四半期はセグメント利益53百万円）となりま

した。

③配管・鍍金

　配管・鍍金事業では、北陸新幹線の駅舎などの建設工事において、独自技術である鉛レス・カドミウムレスの環境

対応溶融亜鉛鍍金を大量に受注したため、売上高は34億15百万円（前年同四半期比8.1％増加）となり、セグメント

利益は、48百万円（前年同四半期はセグメント損失１億82百万円）となりました。

　　

(2）事業及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に定める事項）は次のとおりです。

①会社の支配に関する基本方針

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社企業価値の様々な源泉、当社

を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上さ

せる者でなければならないと考えております。

　一方、当社の株式は上場株式であることから、当社の株主は、市場での自由な取引を通じて決まるものであるとと

もに、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者も株主の皆様の意思に基づき決定されるべきものと考えて

おり、また、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付提案がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断

も最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

　しかしながら、このような株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株

主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある

もの、対象会社の株主や取締役会が買付や買収提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替

案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値

ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必

要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益

に資さないものも少なくありません。

　当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模な買付等を行う者

は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
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②会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

　当社では、当社の企業価値ひいては株主共同の利益向上のために、次のような取組みを実施しております。

ａ．企業価値ひいては株主共同の利益向上への取組み

　当社は、平成23年10月に純粋持株会社体制に移行し、主要な連結子会社として、地球環境に配慮した配管機器をＣ

Ｋブランドで提供するユニークなメーカーであるシーケー金属株式会社と、日本最大の黄銅棒・線メーカーである

サンエツ金属株式会社を有し、戦略的なグループ経営に集中・特化しております。当社グループの主力事業領域で

ある、「伸銅事業」「精密部品事業」「配管・鍍金事業」における国内市場は、今後、長期的に縮小均衡を模索する

ものと思われ、業界再編が避けられない状況にあります。

　このような経営環境に対応すべく、当社グループでは、同業他社との事業提携やＭ＆Ａによる展開を積極的に推進

する一方で、「我々は、お客様が求める良いものだけを、安く、早く、たくさん生産することで、社会に貢献します。」

「我々は、働きがいのある職場を提供することで、社会に貢献します。」「我々は、期待され、期待に応え、期待を超

える企業であり続けるため、たゆまぬ努力を重ねます。」を企業理念として掲げ、『地味だけど凄い価値の創造』を

目指し、日々邁進しております。

　

ｂ．コーポレート・ガバナンスの充実への取組み

　経営の透明性、効率性、健全性を通して、企業理念の実現を図り企業価値を高め、社会的責任を果たしていくことが

当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。

　また、当社は、企業理念に基づき経営の効率化や経営のスピード化を徹底し経営目標達成のために、正確な情報収

集と迅速な意思決定ができる組織体制や仕組み作りを常に推進しております。

　株主・投資家の皆様をはじめ、当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正確な情報開示に努め、株主

総会・取締役会・監査役会などの機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させて

いきたいと考えております。この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役

１名・社外監査役３名を選任しております。

　このような考え方に基づいて、（ａ）取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、

（ｂ）社長直轄の監査・規格管理部による内部監査の実施、（ｃ）監査役による取締役の職務執行についての監

査、（ｄ）「ＣＫサンエツグループコンプライアンス基本方針」「ＣＫサンエツグループ行動規範」「公益通報者

保護規程」の整備等による法令遵守体制およびリスク管理体制の強化、（ｅ）内部統制体制の整備と業務プロセス

改善、等の施策を実行しております。

　今後もこうした方針と施策を継続して、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、企業価値ひいては株主共同の利

益を追求してまいります。

　当社グループでは、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値ひいては株主

共同の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施しております。これらの取組みは、上記①の

基本方針の実現にも資するものと考えております。

　

③会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配される

ことを防止する取組みの概要

　当社は、平成24年5月9日に開催された当社取締役会において、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者

によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして「当社株式の大規

模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）を以下のとおり決定し、平成24年6月26日開催の当

社定時株主総会において、株主の皆様にご承認をいただき導入しております。その概要は以下のとおりです。

　

ａ．本プランの対象となる当社株式の買付

　本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする

当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為

をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

　

ｂ．大規模買付ルールの概要

　当社が設定する大規模模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、

取締役会による一定の評価期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）または、株主検討期間を設ける場合に

は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。

　

ｃ．大規模買付行為が実施された場合の対応

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であった

としても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに

留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。

　ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、結果とし
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て当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会

が判断した場合には、対抗措置を講ずることがあります。

　

ｄ．対抗措置の客観性・合理性を担保するための制度および手続

　対抗措置を講ずるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締

役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会を設

置しております。

　対抗措置を講ずる場合、その判断の客観性・合理性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立

委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、対抗措置の発動の是非について、勧告を行う

ものとします。

　

ｅ．本プランの有効期限等

　本プランの有効期限は、平成27年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとし、以降、本プランの継続（一部

修正したうえでの継続を含む）については3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。

　ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、その時点で廃止されるものとします。

　

　導入後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.cksanetu.co.jp)に

掲載しております。

　

④本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

　当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが会社の支配に関する基本方針

に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とす

るものとはならないと考えております。

　

ａ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示

・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。

　また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏ま

えた買収防衛策のあり方」の内容も踏まえたものとなっております。

　

ｂ．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、上記③に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応

ずるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保

し、または株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

　

ｃ．株主意思を反映するものであること

　本プランは、平成24年6月26日に開催した当社株主総会において、本プランに関する株主の皆様のご意思を確認さ

せていただくため、本プランについて議案としてお諮りし原案とおりご承認いただきましたので、株主の皆様のご

意向が反映されたものとなっております。

　また、本プラン導入後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

　

ｄ．独立性の高い社外者の判断の重視

　本プランにおける対抗措置の発動は、上記③に記載のとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員

で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。

　

ｅ．デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止することが可能

です。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動

を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社取締役の任期は2年としておりますが、期差任期制を採用

していないため、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発

動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもございません。
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(3）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、45百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(4）従業員数

　当第３四半期連結累計期間において、連結子会社であるシーケー金属株式会社から持分法非適用関連会社である

株式会社リケンＣＫＪＶに従業員を出向させ、配管機器の生産を移管したことに伴い、配管・鍍金事業の従業員数

は前連結会計年度末の231名から88名に減少しました。

　なお、従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であります。　　　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 29,600,000

計 29,600,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数(株)
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,867,000 8,867,000
名古屋証券取引所市場第

二部

単元株式数

100株

計 8,867,000 8,867,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減額（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額（百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成24年10月１日～　

平成24年12月31日　
－ 8,867,000 － 2,756 － 2,671

　　

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）　

（自己保有株式）　

普通株式     928,800　
－ －

（相互保有株式）　

普通株式   1,100,000　
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   6,837,100　 68,371 －

単元未満株式 普通株式       1,100 － －

発行済株式総数 8,867,000 － －

総株主の議決権 － 68,371 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

　　　２．「完全議決権株式（その他）」の欄のうち、561,700株（議決権の数5,617個）につきましては、「株式給付信託

（従業員持株会処分型）」を導入したことに伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社が所有しているもので

あります。　

　

②【自己株式等】

 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）　

株式会社ＣＫサンエツ

富山県高岡市守護町二

丁目12番１号
928,800 － 928,800 10.47

（相互保有株式）　

シーケー金属株式会社

富山県高岡市守護町二

丁目12番１号
1,100,000 － 1,100,000 12.40

計 － 2,028,800 － 2,028,800 22.88
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 390 442

受取手形及び売掛金 ※
 13,926

※
 13,302

商品及び製品 3,615 3,853

仕掛品 3,085 2,694

原材料及び貯蔵品 2,406 1,862

前払費用 68 45

繰延税金資産 250 244

その他 44 466

貸倒引当金 △27 △25

流動資産合計 23,760 22,885

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,100 6,154

減価償却累計額 △3,195 △3,347

建物及び構築物（純額） 2,904 2,806

機械装置及び運搬具 16,231 13,698

減価償却累計額 △14,273 △12,207

機械装置及び運搬具（純額） 1,957 1,490

土地 3,994 3,998

建設仮勘定 17 14

その他 1,638 701

減価償却累計額 △1,542 △638

その他（純額） 95 62

有形固定資産合計 8,969 8,373

無形固定資産

その他 53 53

無形固定資産合計 53 53

投資その他の資産

投資有価証券 785 672

長期前払費用 9 0

前払年金費用 308 206

その他 153 294

貸倒引当金 △112 △100

投資その他の資産合計 1,144 1,074

固定資産合計 10,167 9,501

資産合計 33,928 32,387
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 3,691

※
 3,068

短期借入金 11,160 8,130

1年内返済予定の長期借入金 44 200

未払金 345 101

未払費用 476 485

未払法人税等 196 710

賞与引当金 499 255

設備関係支払手形 56 119

その他 227 213

流動負債合計 16,699 13,284

固定負債

長期借入金 502 1,224

繰延税金負債 425 436

再評価に係る繰延税金負債 326 223

退職給付引当金 583 582

引当金 240 232

その他 － 19

固定負債合計 2,078 2,718

負債合計 18,777 16,003

純資産の部

株主資本

資本金 2,756 2,756

資本剰余金 2,671 2,690

利益剰余金 9,633 11,042

自己株式 △1,484 △1,457

株主資本合計 13,577 15,032

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 66 △14

土地再評価差額金 519 519

為替換算調整勘定 28 27

その他の包括利益累計額合計 614 533

少数株主持分 959 818

純資産合計 15,150 16,384

負債純資産合計 33,928 32,387
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 42,414 35,744

売上原価 39,087 31,888

売上総利益 3,327 3,855

販売費及び一般管理費

荷造及び発送費 642 568

給料及び手当 538 500

その他 805 994

販売費及び一般管理費合計 1,986 2,062

営業利益 1,340 1,793

営業外収益

受取利息 0 2

受取配当金 21 13

受取地代家賃 0 43

デリバティブ評価益 532 －

その他 141 112

営業外収益合計 695 171

営業外費用

支払利息 56 37

為替差損 22 5

デリバティブ評価損 － 42

その他 40 52

営業外費用合計 119 137

経常利益 1,915 1,826

特別利益

固定資産売却益 0 0

負ののれん発生益 576 290

段階取得に係る差益 64 －

補助金収入 9 139

その他 5 29

特別利益合計 655 460

特別損失

固定資産除却損 13 10

特別損失合計 13 10

税金等調整前四半期純利益 2,557 2,276

法人税等 933 733

少数株主損益調整前四半期純利益 1,624 1,543

少数株主利益又は少数株主損失（△） △103 60

四半期純利益 1,728 1,483
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,624 1,543

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △125 △79

土地再評価差額金 46 －

為替換算調整勘定 △2 △0

その他の包括利益合計 △81 △80

四半期包括利益 1,542 1,462

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,646 1,402

少数株主に係る四半期包括利益 △103 60
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【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）　

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

【追加情報】

（役員退職慰労引当金）　

　当社は、平成24年６月26日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することが承

認可決されました。これに伴い、役員退職慰労引当金を取崩し、打ち切り支給額の未払分19百万円については、固定負

債の「その他」に含めて表示しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　※四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四

半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期

間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形 1,174百万円 1,138百万円

支払手形 8百万円 4百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

減価償却費 783百万円 841百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１．配当に関する事項

　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月20日

定時株主総会
普通株式 46 6.0平成23年３月31日平成23年６月21日利益剰余金

平成23年11月10日

取締役会
普通株式 41 5.0平成23年９月30日平成23年12月２日利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成23年５月26日付で、釣谷宏行、伊勢晴之、渡信行、川崎駿一、他12名から第三者割当増資の払込みを

受けました。この結果、第１四半期連結会計期間において資本金が369百万円、資本準備金が368百万円増加し、

当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,756百万円、資本準備金が2,671百万円となっております。　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 39 5.0平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金

平成24年11月７日

取締役会
普通株式 47 6.0平成24年９月30日平成24年12月７日利益剰余金

　

EDINET提出書類

株式会社ＣＫサンエツ(E01321)

四半期報告書

17/22



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 伸銅 精密部品 配管・鍍金 合計

売上高     

外部顧客への売上高 36,320 2,933 3,160 42,414
セグメント間の内部売上高又は
振替高

2,902 1,683 1 4,586

計 39,222 4,616 3,162 47,001

セグメント利益又は損失（△） 1,398 53 △182 1,269

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,269

セグメント間取引消去 141

全社費用 △71

四半期連結損益計算書の営業利益 1,340

　

３．報告セグメントごとの資産に関する情報

　前連結会計年度の末日に比して、当第３四半期連結累計期間の報告セグメントごとの資産の金額が著しく変

動しております。これは平成23年４月１日付でシーケー金属株式会社を連結子会社化したことに伴い、同社の

資産を報告セグメント「配管・鍍金」に計上したことによるものです。

　前連結会計年度末に比べて増加したセグメント資産の金額は「配管・鍍金」が5,483百万円であります。　
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 伸銅 精密部品 配管・鍍金 合計

売上高     

外部顧客への売上高 29,388 2,939 3,415 35,744
セグメント間の内部売上高又は
振替高

2,768 1,058 0 3,828

計 32,157 3,998 3,416 39,572

セグメント利益又は損失（△） 1,716 △47 48 1,716

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主

　な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,716

セグメント間取引消去 259

全社費用 △183

四半期連結損益計算書の営業利益 1,793

　　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　この変更に伴う影響は軽微であります。

　

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

　当社の連結子会社であるシーケー金属株式会社が、同社の自己株式を取得した結果、「配管・鍍金」セグメン

トにおいて負ののれんが発生しております。なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第３四半期

連結累計期間においては290百万円であります。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 235円28銭 222円14銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,728 1,483

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,728 1,483

普通株式の期中平均株式数（株） 7,346,239 6,675,923

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　　　２．「普通株式の期中平均株式数」は資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口）が所有する当社株式数を控除し

ております。　

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

２【その他】

　平成24年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）中間配当については、平成24年11月７日開催の取締役

会において、平成24年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこと

を決議し、配当を行っております。

（イ）中間配当による配当金の総額……………………47百万円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………６円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年12月７日

EDINET提出書類

株式会社ＣＫサンエツ(E01321)

四半期報告書

20/22



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ＣＫサンエツ(E01321)

四半期報告書

21/22



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２５年２月７日

株式会社ＣＫサンエツ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西川　正房　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安田　康宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＣＫサン
エツの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から
平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連
結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＣＫサンエツ及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての
重要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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